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岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第８６号）新旧対照表 

 

省令（新）案 岡山市条例（旧） 岡山市条例（新）案 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成十八年三月十四日）

（厚生労働省令第三十四号）

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第三章 認知症対応型通所介護 

第一節 基本方針（第四十一条） 

第二節 人員及び設備に関する基準 

第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護（第四十二条―第四十四条） 

第二款 共用型指定認知症対応型通所介護（第四十五条―第四

十七条） 

第三節 運営に関する基準（第四十八条―第六十一条） 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法（平成九年

法律第百二十三号。以下「法」という。）第七十八条の四第三項の

厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 

一～六 （略） 

 

 

（定義） 

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

一 地域密着型サービス事業者 法第八条第十四項に規定する地

域密着型サービス事業を行う者をいう。 

二 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス 

それぞれ法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サ

○岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日

市条例第８６号

改正 平成２６年３月２５日市条例第３０号

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第６２条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認

知症対応型通所介護（第６３条―第６５条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第６６条―第６

８条） 

第３節 運営に関する基準（第６９条―第８２条） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７８条の２第１項の規定に基づき，指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人

福祉施設の入所定員を定め，同条第４項第１号の規定に基づき必要

な申請者の要件を定め，法第７８条の４第１項及び第２項の規定に

基づき，指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（1） 地域密着型サービス事業者 法第８条第１４項に規定する地

域密着型サービス事業を行う者をいう。 

（2） 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス

それぞれ法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サー

○岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

平成２４年１２月１９日 

市条例第８６号 

改正 平成２６年３月２５日市条例第３０号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第６２条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認

知症対応型通所介護（第６３条―第６５条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第６６条―第６

８条） 

第３節 運営に関する基準（第６９条―第８２条） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７８条の２第１項の規定に基づき，指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人

福祉施設の入所定員を定め，同条第４項第１号の規定に基づき必要

な申請者の要件を定め，法第７８条の４第１項及び第２項の規定に

基づき，指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（1） 地域密着型サービス事業者 法第８条第１４項に規定する地

域密着型サービス事業を行う者をいう。 

（2） 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス 

それぞれ法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サー
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ービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 

三 利用料 法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護

サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

四 地域密着型介護サービス費用基準額 法第四十二条の二第二

項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用

の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した

費用の額とする。）をいう。 

五 法定代理受領サービス 法第四十二条の二第六項の規定によ

り地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密

着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サ

ービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

六 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することに

より、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいう。 

（平二四厚労令一一・一部改正） 

 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を

尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなけれ

ばならない。 

 

 

ビス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 

（3） 利用料 法第４２条の２第１項に規定する地域密着型介護サ

ービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

（4） 地域密着型介護サービス費用基準額 法第４２条の２第２項

各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の

額を超えるときは，当該現に指定地域密着型サービスに要した費

用の額とする。）をいう。 

（5） 法定代理受領サービス 法第４２条の２第６項の規定により

地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着

型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サー

ビス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

（6） 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することに

より，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいう。 

（7） 基準省令 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）をいう。

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は，２９人以下とす

る。 

２ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は，法人とする。

３ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又

はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社

員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有

するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管

理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）

第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重

して，常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければな

らない。 

５ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の

防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うととも

ビス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 

（3） 利用料 法第４２条の２第１項に規定する地域密着型介護サ

ービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

（4） 地域密着型介護サービス費用基準額 法第４２条の２第２項

各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の

額を超えるときは，当該現に指定地域密着型サービスに要した費

用の額とする。）をいう。 

（5） 法定代理受領サービス 法第４２条の２第６項の規定により

地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着

型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サー

ビス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

（6） 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することに

より，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいう。 

（7） 基準省令 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）をいう。 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は，２９人以下とす

る。 

２ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は，法人とする。 

３ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又

はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社

員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有

するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管

理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）

第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重

して，常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければな

らない。 

５ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の

防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うととも
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２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事

業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村（特

別区を含む。以下同じ。）、他の地域密着型サービス事業者又は居

宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）

その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連

携に努めなければならない。 

 

 

 

 

第三章 認知症対応型通所介護 

第一節 基本方針 

第四十一条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所

介護（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その認知症（法第五条の二に規

定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症

の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要

な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第二節 人員及び設備に関する基準 

第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型

指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第四十二条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム

等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十

三号）第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設に併設されてい

ない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以

に，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努め

なければならない。 

６ 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事

業を運営するに当たっては，地域との結び付きを重視し，本市，地

域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センターをいう。以下同じ。），地域密着型サービス事業者

又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下

同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

７ 指定地域密着型サービス事業者は，地域包括支援センターから求

めがあった場合には，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援セ

ンターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする。

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第６２条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介

護（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は，要介

護状態となった場合においても，認知症（法第５条の２に規定する

認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型

指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６３条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。），

同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム，病院（医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同

じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。），介護

に，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努め

なければならない。 

６ 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事

業を運営するに当たっては，地域との結び付きを重視し，本市，地

域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センターをいう。以下同じ。），地域密着型サービス事業者

又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下

同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

７ 指定地域密着型サービス事業者は，地域包括支援センターから求

めがあった場合には，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援セ

ンターの行う包括的支援事業その他の事業に協力するものとする。 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第６２条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介

護（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は，要介

護状態となった場合においても，認知症（法第５条の２に規定する

認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型

指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６３条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。），

同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム，病院（医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同

じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。），介護
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下同じ。））の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われ

る指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者

（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の員数は、次の

とおりとする。 

 

 

 

 

一 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指

定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに、

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時

間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計

数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供してい

る時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必

要と認められる数 

二 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」と

いう。）又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上及び当該単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に

看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している

時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるため

に必要と認められる数 

三 機能訓練指導員 一以上 

 

 

 

老人保健施設，社会福祉施設，特定施設（法第８条第１１項に規定

する特定施設をいう。）又は地域密着型特定施設入居者生活介護（同

条第２０項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をい

う。）をいう。以下同じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行

う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）ごとに置くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

（1） 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる

指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに，

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時

間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計

数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供してい

る時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必

要と認められる数 

（2） 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の単位ごとに，専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯

に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護を提供している時間数で除して得た数が１以上確保されるた

めに必要と認められる数 

（3） 機能訓練指導員 １以上 

２ 前項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認めら

れる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

老人保健施設，社会福祉施設，特定施設（法第８条第１１項に規定

する特定施設をいう。）又は地域密着型特定施設入居者生活介護（同

条第２０項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をい

う。）をいう。以下同じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行

う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）ごとに置くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

（1） 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる

指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに，

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時

間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計

数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供してい

る時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必

要と認められる数 

（2） 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の単位ごとに，専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯

に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護を提供している時間数で除して得た数が１以上確保されるた

めに必要と認められる数 

（3） 機能訓練指導員 １以上 

２ 前項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認めら

れる者であって，規則で定めるものでなければならない。 
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２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第二号の看護職

員又は介護職員を、常時一人以上当該単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護に従事させなければならない。 

３ 第一項第二号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員

は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事す

ることができるものとする。 

４ 前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に

一又は複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十

六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第

五条第一項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護（同項第一号に規定する単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあ

っては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者。以下この条において同じ。）に対して一体的に行われるものを

いい、その利用定員（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第四十四条

第二項第一号イにおいて同じ。）を十二人以下とする。 

５ 第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事す

ることができるものとする。 

６ 第一項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに，第１項第２号の看護

職員又は介護職員を，常時１人以上当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項第２号の規定にかかわらず，同号の看護職員又は介護職員

は，利用者の処遇に支障がない場合は，他の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事す

ることができるものとする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であって，

規則で定めるものとし，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第１号及び第２号の生活相談員，看護職員又は介護職員の

うち１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第５条第１項から第６項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は，単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１又は

複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所にお

ける単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに，第１項第２号の看護

職員又は介護職員を，常時１人以上当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項第２号の規定にかかわらず，同号の看護職員又は介護職員

は，利用者の処遇に支障がない場合は，他の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事す

ることができるものとする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であって，

規則で定めるものとし，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第１号及び第２号の生活相談員，看護職員又は介護職員の

うち１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第５条第１項から第６項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は，単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１又は

複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所にお

ける単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型
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常勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着

型介護予防サービス基準第五条第一項から第六項までに規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第四十三条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適

切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（設備及び備品等） 

第四十四条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食

堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。 

指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において

同じ。）に対して一体的に行われるものをいい，その利用定員（当

該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。第６５条第２項第１号アにおいて同

じ。）を１２人以下とする。 

 

 

 

（管理者） 

第６４条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適

切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって，基準省令第４３条第２項に

規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大

臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社

会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社

会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。以

下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならな

い。 

（設備及び備品等） 

第６５条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は，食堂，

機能訓練室，静養室，相談室，便所，洗面設備及び事務室を有する

ほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備

及び備品等を備えなければならない。 

指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において

同じ。）に対して一体的に行われるものをいい，その利用定員（当

該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。第６５条第２項第１号アにおいて同

じ。）を１２人以下とする。 

 

 

 

（管理者） 

第６４条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適

切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって，基準省令第４３条第２項に

規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大

臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社

会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社

会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。以

下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならな

い。 

（設備及び備品等） 

第６５条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は，食堂，

機能訓練室，静養室，相談室，便所，洗面設備及び事務室を有する

ほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備

及び備品等を備えなければならない。 
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２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

一 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するもの

とし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗

じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際

にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合に

あっては、同一の場所とすることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしない

よう配慮されていること。 

 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に

支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前

に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定

を行った市長に届け出るものとする。 

５ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着

型介護予防サービス基準第七条第一項から第三項までに規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第二款 共用型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第四十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

（1） 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するもの

とし，その合計した面積は，３平方メートルに利用定員を乗

じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際

にはその提供に支障がない広さを確保でき，かつ，機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合に

あっては，同一の場所とすることができる。 

（2） 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。 

（3） 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし，

利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第７条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６６条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

（1） 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するもの

とし，その合計した面積は，３平方メートルに利用定員を乗

じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際

にはその提供に支障がない広さを確保でき，かつ，機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合に

あっては，同一の場所とすることができる。 

（2） 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。 

（3） 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし，

利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）には，当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前

に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定

を行った市長に届け出るものとする。 

５ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第７条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって，第１項から第３項ま

でに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６６条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サ
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サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若しく

は食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護

老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所

又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応

型通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。）

の事業を行う者（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対応

型通所介護事業所」という。）に置くべき従業者の員数は、当該利

用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応

型通所介護の利用者（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）の数

を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条

又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従

業者の員数を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指

定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第八条

第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第四十六条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型

指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の

ービス基準条例第７２条第１項に規定する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若し

くは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介

護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において，これらの事業

所又は施設の利用者，入居者又は入所者とともに行う指定認知症対

応型通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。）

の事業を行う者（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対応

型通所介護事業所」という。）に置くべき従業者の員数は，当該利

用者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応

型通所介護の利用者（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第８条第１項に規定する共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当

該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）

の数を合計した数について，第１１２条，第１３２条若しくは第１

５３条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７２条に

規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，共用型指

定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第

８条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第６７条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該

共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指

定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数

ービス基準条例第７２条第１項に規定する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若し

くは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介

護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において，これらの事業

所又は施設の利用者，入居者又は入所者とともに行う指定認知症対

応型通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。）

の事業を行う者（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対応

型通所介護事業所」という。）に置くべき従業者の員数は，当該利

用者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応

型通所介護の利用者（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第８条第１項に規定する共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当

該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）

の数を合計した数について，第１１２条，第１３２条若しくは第１

５３条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７２条に

規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，共用型指

定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第

８条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第６７条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該

共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指

定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数
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数の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生

活住居（法第八条第十九項又は法第八条の二第十五項に規定する共

同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着

型介護老人福祉施設においては施設ごとに一日当たり三人以下と

する。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス

（法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援（法第四十六

条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サ

ービス（法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをい

う。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス（法第五十四

条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。

以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法第五十八条第一項に規

定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第

八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）若し

くは指定介護療養型医療施設の運営（第六十三条第七項において

「指定居宅サービス事業等」という。）について三年以上の経験を

有する者でなければならない。 

（管理者） 

第四十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定

認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用

型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経

験を有する者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

 

 

の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所，指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに１日当たり３人以

下とする。 

 

 

 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス

（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。），指定

地域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第５

３条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。），指定地域

密着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項に規定する指定地

域密着型介護予防サービスをいう。）若しくは指定介護予防支援（法

第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は

介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営（第８４条第

７項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年

以上の経験を有する者でなければならない。 

 

 

（管理者） 

第６８条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，共用型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な共用

型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経

験を有する者であって，第６４条第２項に規定する厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法

第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事

業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると

の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活

住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同

生活を営むべき住居をいう。）ごとに，指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設ごとに１日当

たり３人以下とする。 

 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス

（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。），指定地域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。

以下同じ。），指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同

じ。）若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第２

４項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第８４条第７項において「指定居宅サー

ビス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でなけ

ればならない。 

（管理者） 

第６８条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，共用型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な共用

型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経

験を有する者であって，第６４条第２項に規定する厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法

第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事

業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると
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第三節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第四十八条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介

護事業者をいう。以下同じ。）は、指定認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催する

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第四十九条 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には、その

利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応

型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額の

ほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることが

できる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

二 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認

知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に

伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費

用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第６９条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）は，指定認知症対応型通所介護の提供

に当たっては，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサ

ービス担当者会議等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれて

いる環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービ

スに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には，その利

用者から利用料の一部として，当該指定認知症対応型通所介護に係

る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型

通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該

当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と，指定認知症対応型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額の

ほか，次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができ

る。 

（1） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

（2） 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認

知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に

伴い必要となる費用の範囲内において，通常の指定認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費

用 

（3） 食事の提供に要する費用 

（4） おむつ代 

認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第６９条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）は，指定認知症対応型通所介護の提供

に当たっては，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサ

ービス担当者会議等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれて

いる環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービ

スに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には，その利

用者から利用料の一部として，当該指定認知症対応型通所介護に係

る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型

通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該

当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と，指定認知症対応型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額の

ほか，次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができ

る。 

（1） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

（2） 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認

知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に

伴い必要となる費用の範囲内において，通常の指定認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費

用 

（3） 食事の提供に要する費用 

（4） おむつ代 
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五 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める

ところによるものとする。 

 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第五十条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進

行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定認知

症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第五十一条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

一 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生

活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動へ

の参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行

うものとする。 

二 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重

し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができ

るよう配慮して行うものとする。 

三 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型

通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行うものとする。 

四 認知症対応型通所介護従業者（第四十二条第一項又は第四十五

条第一項の従業者をいう。以下同じ。）は、指定認知症対応型通

（5） 前各号に掲げるもののほか，指定認知症対応型通所介護の提

供において提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって，その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については，基準省令第４９条第４項に

規定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大

臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対

し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，利用者の同

意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護は，利用者の認知症の症状の進

行の緩和に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いて

その提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い，常にそ

の改善を図らなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第７２条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

（1） 指定認知症対応型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での

生活を継続することができるよう，地域住民との交流及び地域活

動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切

に行うこと。 

（2） 指定認知症対応型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重

し，利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができ

るよう配慮して行うこと。 

（3） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，認知症対応

型通所介護計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう

必要な援助を行うこと。 

（4） 認知症対応型通所介護従業者（第６３条第１項又は第６６条

第１項の従業者をいう。以下同じ。）は，指定認知症対応型通所

（5） 前各号に掲げるもののほか，指定認知症対応型通所介護の提

供において提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって，その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については，基準省令第４９条第４項に

規定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大

臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対

し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，利用者の同

意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護は，利用者の認知症の症状の進

行の緩和に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いて

その提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い，常にそ

の改善を図らなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第７２条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

（1） 指定認知症対応型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での

生活を継続することができるよう，地域住民との交流及び地域活

動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切

に行うこと。 

（2） 指定認知症対応型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重

し，利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができ

るよう配慮して行うこと。 

（3） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，認知症対応

型通所介護計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう

必要な援助を行うこと。 

（4） 認知症対応型通所介護従業者（第６３条第１項又は第６６条

第１項の従業者をいう。以下同じ。）は，指定認知症対応型通所
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所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うもの

とする。 

六 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確

に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサ

ービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 

 

 

 

 

 

（認知症対応型通所介護計画の作成） 

第五十二条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介

護事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第四十三条又は第四十七

条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能

訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならな

い。 

２ 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成され

ている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなけれ

ばならない。 

介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しや

すいように説明を行うこと。 

（5） 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所

介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならないこと。 

（6） 指定認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場

合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

（7） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の

進歩に対応し，適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこ

と。 

（8） 指定認知症対応型通所介護は，常に利用者の心身の状況を的

確に把握しつつ，相談援助等の生活指導，生活機能の改善又は維

持のための機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望を踏

まえて適切に提供すること。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年

後見制度を活用することができるように支援しなければならない。

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎

が可能となるよう，体制の整備に努めるものとする。 

（認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護

事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第６４条又は第６８条の管

理者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は，利用者の心

身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，機能訓練等

の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記

載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。 

 

２ 認知症対応型通所介護計画は，既に居宅サービス計画が作成され

ている場合は，当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなけれ

ばならない。 

介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しや

すいように説明を行うこと。 

（5） 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所

介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならないこと。 

（6） 指定認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場

合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

（7） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の

進歩に対応し，適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこ

と。 

（8） 指定認知症対応型通所介護は，常に利用者の心身の状況を的

確に把握しつつ，相談援助等の生活指導，生活機能の改善又は維

持のための機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望を踏

まえて適切に提供すること。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年

後見制度を活用することができるように支援しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎

が可能となるよう，体制の整備に努めるものとする。 

（認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護

事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第６４条又は第６８条の管

理者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は，利用者の心

身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，機能訓練等

の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記

載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。 

 

２ 認知症対応型通所介護計画は，既に居宅サービス計画が作成され

ている場合は，当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなけれ

ばならない。 
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３ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所

介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所

介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認

知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行う。 

（管理者の責務） 

第五十三条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、指定認知

症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通

所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第五十四条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型

通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第四十二条第四項又は

第四十六条第一項の利用定員をいう。第五十六条において同じ。）

五 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の

額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

 

 

３ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所

介護計画の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家

族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所

介護計画を作成した際には，当該認知症対応型通所介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 認知症対応型通所介護従業者は，それぞれの利用者について，認

知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行わなければならない。 

（管理者の責務） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，指定認知症

対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所

介護の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，当該指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第７５条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

（1） 事業の目的及び運営の方針 

（2） 従業者の職種，員数及び職務の内容 

（3） 営業日及び営業時間 

（4） 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６３条第８項又は

第６７条第１項の利用定員をいう。第７７条において同じ。） 

（5） 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の

額 

（6） 通常の事業の実施地域 

（7） サービス利用に当たっての留意事項 

（8） 緊急時，事故発生時等における対応方法 

（9） 非常災害対策 

（10）虐待の防止のための措置に関する事項 

（11）成年後見制度の活用支援 

３ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所

介護計画の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家

族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所

介護計画を作成した際には，当該認知症対応型通所介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 認知症対応型通所介護従業者は，それぞれの利用者について，認

知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行わなければならない。 

（管理者の責務） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，指定認知症

対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所

介護の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，当該指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第７５条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

（1） 事業の目的及び運営の方針 

（2） 従業者の職種，員数及び職務の内容 

（3） 営業日及び営業時間 

（4） 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６３条第８項又は

第６７条第１項の利用定員をいう。第７７条において同じ。） 

（5） 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の

額 

（6） 通常の事業の実施地域 

（7） サービス利用に当たっての留意事項 

（8） 緊急時，事故発生時等における対応方法 

（9） 非常災害対策 

（10）虐待の防止のための措置に関する事項 

（11）成年後見制度の活用支援 
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十 その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第五十五条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切

な指定認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定認知症対応型

通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によ

って指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

 

 

（定員の遵守） 

第五十六条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて

指定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第五十七条 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）苦情解決体制の整備 

（13）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７６条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対し適切な

指定認知症対応型通所介護を提供できるよう，指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績と

ともに記録しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに，当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によ

って指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限

りでない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修

を実施しなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業

者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第７７条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用定員を超えて指

定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし，災害

その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通

所介護事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非

常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害へ

の対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係

機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容

（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所

に，計画等の概要を掲示しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第

１項の計画に従い，避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，

その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

（12）苦情解決体制の整備 

（13）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７６条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対し適切な

指定認知症対応型通所介護を提供できるよう，指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績と

ともに記録しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに，当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によ

って指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限

りでない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修

を実施しなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業

者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第７７条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用定員を超えて指

定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし，災害

その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通

所介護事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非

常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害へ

の対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係

機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容

（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所

に，計画等の概要を掲示しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第

１項の計画に従い，避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，

その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 
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（衛生管理等） 

第五十八条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する

施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定認知症対応型通所

介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （地域との連携等） 

第五十九条 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に

当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第五十九条の二 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対す

る指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事

業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時における利用者

等の安全の確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域

住民，地域密着型サービス事業者その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体

制の整備に努めるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時において，高齢

者，障害者，乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものと

する。 

（衛生管理等） 

第７９条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者の使用する施

設，食器その他の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理

に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該指定認知症対応型通所

介護事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第８０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当

たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たって

は，提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して，本市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時における利用者

等の安全の確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域

住民，地域密着型サービス事業者その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体

制の整備に努めるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時において，高齢

者，障害者，乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものと

する。 

（衛生管理等） 

第７９条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者の使用する施

設，食器その他の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理

に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該指定認知症対応型通所

介護事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第８０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当

たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たって

は，提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して，本市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第８０条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する

指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は，本

市，当該利用者の家族，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故

に際してとった処置について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損

害賠償を速やかに行わなければならない。 
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４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第四十四条第四項の単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措

置を講じなければならない。 

（記録の整備） 

第六十条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 認知症対応型通所介護計画 

 

 

 

 

二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への

通知に係る記録 

四 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情

の内容等の記録 

五 前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

 

（準用） 

第六十一条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第

三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、

第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八、第三条

の三十九及び第十二条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業

について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三

条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定す

る重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三条

 

 

 

 

（記録の整備） 

第８１条 指定認知症対応型通所介護事業者は，従業者，設備，備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

（1） 認知症対応型通所介護計画 

（2） 第７２条第１項第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時

間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

（3） 第７６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

（4） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

（5） 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係

る記録 

（6） 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

（7） 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況

及び事故に際してとった処置についての記録 

（8） 法第４０条に規定する介護給付及び第７０条第１項から第３

項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８２条 第９条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第

２０条，第２２条，第２９条，第３５条から第３９条まで，第４１

条，第４２条及び第５５条の規定は，指定認知症対応型通所介護の

事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３

２条に規定する運営規程」とあるのは「第７５条に規定する重要事

項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と，第３５条中「運営

規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第６５条第４項の単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事

故が発生した場合は，第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置

を講じなければならない。 

（記録の整備） 

第８１条 指定認知症対応型通所介護事業者は，従業者，設備，備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

（1） 認知症対応型通所介護計画 

（2） 第７２条第１項第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時

間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

（3） 第７６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

（4） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

（5） 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係

る記録 

（6） 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

（7） 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処

置についての記録 

（8） 法第４０条に規定する介護給付及び第７０条第１項から第３

項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８２条 第９条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第

２０条，第２２条，第２９条，第３５条から第３９条まで，第４２

条及び第５５条の規定は，指定認知症対応型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条に規定

する運営規程」とあるのは「第７５条に規定する重要事項に関する

規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と，第３５条中「運営規程」と

あるのは「重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪
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の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従

業者」と，第５５条中「訪問介護員等」とあるのは「認知症対応型

通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

附 則 

（略） 

問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と，

第５５条中「訪問介護員等」とあるのは「認知症対応型通所介護従

業者」と読み替えるものとする。 

附 則 

（略） 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下

「整備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法

附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護

保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は法第５４条第１項第

２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当する

サービスについては，この条例の規定による改正前の岡山市指定地

域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（以下「旧地域密着型サービス基準条例」という。）第６

条第２項の規定は，なおその効力を有する。 

 （介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は法

第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しく

はこれに相当するサービスについては，旧地域密着型サービス基準

条例第１５３条第１３項の規定は，なおその効力を有する。 
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○ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）（抄）
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

別表 別表

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防認知症対応型通所介護費 １ 介護予防認知症対応型通所介護費

イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ) イ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)

⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ) ⑴ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅰ)

㈠ 所要時間３時間以上５時間未満の場合 ㈠ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

ａ 要支援１ 518単位 ａ 要支援１ 493単位

ｂ 要支援２ 574単位 ｂ 要支援２ 546単位

㈡ 所要時間５時間以上７時間未満の場合 ㈡ 所要時間５時間以上７時間未満の場合

ａ 要支援１ 787単位 ａ 要支援１ 749単位

ｂ 要支援２ 878単位 ｂ 要支援２ 836単位

㈢ 所要時間７時間以上９時間未満の場合 ㈢ 所要時間７時間以上９時間未満の場合

ａ 要支援１ 896単位 ａ 要支援１ 852単位

ｂ 要支援２ 1,001単位 ｂ 要支援２ 952単位

⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ) ⑵ 介護予防認知症対応型通所介護費(ⅱ)

㈠ 所要時間３時間以上５時間未満の場合 ㈠ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

ａ 要支援１ 468単位 ａ 要支援１ 445単位

ｂ 要支援２ 519単位 ｂ 要支援２ 494単位

㈡ 所要時間５時間以上７時間未満の場合 ㈡ 所要時間５時間以上７時間未満の場合

ａ 要支援１ 707単位 ａ 要支援１ 673単位

ｂ 要支援２ 790単位 ｂ 要支援２ 751単位

㈢ 所要時間７時間以上９時間未満の場合 ㈢ 所要時間７時間以上９時間未満の場合

ａ 要支援１ 805単位 ａ 要支援１ 766単位

ｂ 要支援２ 899単位 ｂ 要支援２ 855単位

ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ) ロ 介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)

⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

㈠ 要支援１ 251単位 ㈠ 要支援１ 251単位

㈡ 要支援２ 265単位 ㈡ 要支援２ 265単位

⑵ 所要時間５時間以上７時間未満の場合 ⑵ 所要時間５時間以上７時間未満の場合
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㈠ 要支援１ 407単位 ㈠ 要支援１ 407単位

㈡ 要支援２ 430単位 ㈡ 要支援２ 430単位

⑶ 所要時間７時間以上９時間未満の場合 ⑶ 所要時間７時間以上９時間未満の場合

㈠ 要支援１ 469単位 ㈠ 要支援１ 469単位

㈡ 要支援２ 496単位 ㈡ 要支援２ 496単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て市町村長（特別区の区長を含む。以下同じに届け出た単独 て市町村長（特別区の区長を含む。以下同じに届け出た単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地 型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。 的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。

以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という第５条 以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という第５条

第１項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通 第１項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所をいう。以下同じ又は共用型指定介護予防認知 所介護事業所をいう。以下同じ又は共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基 症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基

準第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通 準第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所をいう。以下同じにおいて、指定介護予防認知 所介護事業所をいう。以下同じにおいて、指定介護予防認知

症対応型通所介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第４ 症対応型通所介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第４

条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下 条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下

同じを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利 同じを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利

用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介 用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介

護予防認知症対応型通所介護計画（指定地域密着型介護予防サ 護予防認知症対応型通所介護計画（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準第42条第２号に規定する介護予防認知症対応型通所 ービス基準第42条第２号に規定する介護予防認知症対応型通所

介護計画をいうに位置付けられた内容の指定介護予防認知症 介護計画をいうに位置付けられた内容の指定介護予防認知症

対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所 対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所

定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員（看護 定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員（看護

師又は准看護師をいう。以下同じ若しくは介護職員の員数が 師又は准看護師をいう。以下同じ若しくは介護職員の員数が

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労

働大臣が定めるところにより算定する。 働大臣が定めるところにより算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、 ２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、

所要時間２時間以上３時間未満の指定介護予防認知症対応型通 所要時間２時間以上３時間未満の指定介護予防認知症対応型通

所介護を行う場合は、注１の施設基準に掲げる区分に従い、イ 所介護を行う場合は、注１の施設基準に掲げる区分に従い、イ

⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数の100分の63に相当する ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数の100分の63に相当する

単位数を算定する。 単位数を算定する。

３ 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間７時間以上 ３ 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間７時間以上
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９時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合 ９時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合

又は所要時間７時間以上９時間未満の指定介護予防認知症対応 又は所要時間７時間以上９時間未満の指定介護予防認知症対応

型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場 型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場

合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時 合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時

間と当該指定介護予防認知症対応型通所介護の前後に行った日 間と当該指定介護予防認知症対応型通所介護の前後に行った日

常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい 常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい

て「算定対象時間」というが９時間以上となるときは、算定 て「算定対象時間」というが９時間以上となった場合は、次

対象時間が９時間以上10時間未満の場合は50単位を、10時間以 に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

上11時間未満の場合は100単位を、11時間以上12時間未満の場合 る。

は150単位を所定単位数に加算する。 イ ９時間以上10時間未満の場合 50単位

ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位

ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位

ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位

ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位

４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市

町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、１ 町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、１

日につき50単位を所定単位数に加算する。 日につき50単位を所定単位数に加算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市 ５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市

町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通 町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事 所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10 業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成1 0

年政令第412号）第２条第６号に規定する初老期における認知症 年政令第412号）第２条第６号に規定する初老期における認知症

によって要支援者となった者をいう。以下同じに対して、指 によって要支援者となった者をいう。以下同じに対して、指

定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、若年性認知 定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、若年性認知

症利用者受入加算として、１日につき60単位を所定単位数に加 症利用者受入加算として、１日につき60単位を所定単位数に加

算する。 算する。

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に１日120分 ６ 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に１日120分

以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業 以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ 療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師を１名以上配置しているものとして市町村長に届け ージ指圧師を１名以上配置しているものとして市町村長に届け

出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機 出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機

能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種 能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当 の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別 該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別

機能訓練加算として、１日につき27単位を所定単位数に加算す 機能訓練加算として、１日につき27単位を所定単位数に加算す
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る。 る。

７ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村 ７ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村

長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある 長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある

利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし 利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし

て、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、 て、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの 利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの

（以下この注において「栄養改善サービス」というを行った （以下この注において「栄養改善サービス」というを行った

場合は、栄養改善加算として、１月につき150単位を所定単位数 場合は、栄養改善加算として、１月につき150単位を所定単位数

に加算する。 に加算する。

イ 管理栄養士を１名以上配置していること。 イ 管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下この 護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下この

注において「管理栄養士等」というが共同して、利用者ご 注において「管理栄養士等」というが共同して、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を

作成していること。 作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善

サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的 サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的

に記録していること。 に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価して ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価して

いること。 いること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指 設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。 定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。

８ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村 ８ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村

長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ 長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と

して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂 して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂

食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用 食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以 者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以

下この注において「口腔機能向上サービス」というを行った 下この注において「口腔機能向上サービス」というを行った

場合は、口腔機能向上加算として、１月につき150単位を所定単 場合は、口腔機能向上加算として、１月につき150単位を所定単

位数に加算する。 位数に加算する。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して

いること。 いること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯
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科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の 科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作 者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作

成していること。 成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行ってい 歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行ってい

るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期

的に評価していること。 的に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指 設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。 定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。

９ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 ９ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多 介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多

機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて 機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて

いる間は、介護予防認知症対応型通所介護費は、算定しない。 いる間は、介護予防認知症対応型通所介護費は、算定しない。

10 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所若 10 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所若

しくは共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所と同一 しくは共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所と同一

建物に居住する者又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応 建物に居住する者又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所若しくは共用型指定介護予防認知症対応型通 型通所介護事業所若しくは共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所と同一建物から当該単独型・併設型指定介護予防 所介護事業所と同一建物から当該単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定介護予防認知 認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防認知症 症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防認知症

対応型通所介護を行った場合は、１日につき94単位を所定単位 対応型通所介護を行った場合は、１日につき94単位を所定単位

数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により 数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場 送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場

合は、この限りでない。 合は、この限りでない。

（新設） 11 利用者に対して、その居宅と単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき4

7単位を所定単位数から減算する。

ハ サービス提供体制強化加算 ハ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町

村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介 村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、 護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合 利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合

33



は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単 は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加

算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又

は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の介護職員

の総数（共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所にあ

っては設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

の介護職員の総数を含む。）のうち介護福祉士の占める割合が

百分の五十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第二十号に規定する基準のいずれにも

該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又

は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の介護職員

の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であ

ること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又

は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定介護

予防認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数

（共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所にあっては、

設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介
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護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型

共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、指定

地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を直接提供する職員の総数を含む。）

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上

であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ニ 介護職員処遇改善加算 ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・ の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定 併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介 介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介

護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる 護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位

数の1000分の68に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位

数の1000分の29に相当する単位数 数の1000分の38に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員処遇改善加算の

基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の

見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善

に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて
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いること。

⑵ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又

は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、

⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施

方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員

処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長

（特別区の区長を含む。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又

は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、

事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長

（特別区の区長を含む。）に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働

者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法

その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ

ていないこと。

⑹ 当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所におい

て、労働保険料の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。
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⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。
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資
料
１
 
事
業
運
営
上
の
留
意
事
項

 
実
施
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
２
７
年
度
改
正
分
）

○
基
本
方
針
（
基
準
省
令
第
４
１
条
）
→
（
基
準
条
例
第
６
２
条
）

 
 
 
  
 
※
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
予
防
省
令
第
４
条
）
→
（
予
防
条
例
第
４
条
）

・
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
基
本
方
針
に
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
 

 
→
（
平
成
２
７
年
度
改
正
）

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）

 
＜
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
＞
 

 
・
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
認
知
症
で
あ
る
利
用
者
が
可

能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
利
用
者
の
社
会
的
孤
立
感
の
解
消
及
び
心
身
の
機
能
の
維
持
並
び
に
利
用
者
の
家
族
の
身
体
的

及
び
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
＜
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
＞

 
・
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
指
定
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。）
の
事
業
は
、
要
支
援
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
認
知
症

で
あ
る
利
用
者
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必

要
な
日
常
生
活
上
の
支
援
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り

、
も
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

※
下
線
部
の
趣
旨
を
運
営
規
程
の
「
運
営
の
方
針
」
に
盛
り
込
む
こ
と
。

○
人
員
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
 

・
設
備
及
び
備
品
等
（基
準
省
令
第
４
４
条
）→
（
地
域
密
着
型
第
６
５
条
） 

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
単
独
型
・
併
設

型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
利
用
者
保
護

の
観
点
か
ら
、
届
け
出
制
の
導
入
、
事
故
報
告
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
向
上
を
推
進
。

岡
山
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

（
改
正
案
）
 

1
/
3
3



(
設
備
及
び
備
品
等
) 

第
６
５
条
 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
は
，
食
堂
，
機
能
訓
練
室
，
静
養
室
，

相
談
室
，
便
所
，
洗
面
設
備
及
び
事
務
室
を
有
す
る
ほ
か
，
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要

な
設
備
並
び
に
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
必
要
な
そ
の
他
の
設
備
及
び
備

品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
 
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
 

ア
 
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
は
，
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さ
を
有
す
る
も
の
と
し
，
そ
の
合
計
し
た
面
積
は
，

３
平
方
メ
ー
ト
ル
に
利
用
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
こ
と
。
 

イ
 
ア
に
か
か
わ
ら
ず
，
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
は
，
食
事
の
提
供
の
際
に
は
そ
の
提
供
に
支
障
が
な
い

広
さ
を
確
保
で
き
，
か
つ
，
機
能
訓
練
を
行
う
際
に
は
そ
の
実
施
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
確
保
で
き
る

場
合
に
あ
っ
て
は
，
同
一
の
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
2
)
 
相
談
室
 
遮
蔽
物
の
設
置
等
に
よ
り
相
談
の
内
容
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
便
所
 
要
介
護
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

３
 
第
１
項
に
掲
げ
る
設
備
は
，
専
ら
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
の
用
に

供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
利
用
者
に
対
す
る
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

４
 
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
第
１
項
に
掲
げ
る

設
備
を
利
用
し
，
夜
間
及
び
深
夜
に
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
，
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
前
に
当
該
単

独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
市
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。
 

・
【
基
準
省
令
に
関
す
る
通
知
案
】
 
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
 
三
２
（
1
）
⑤
ニ
 
 
Ｐ
６
２
１
の
と
お
り
。
 

Ｐ
１
６
、
Ｐ
２
０
～
Ｐ
２
４
参
照
す
る
こ
と
。

2
/
3
3



・
利
用
定
員
等
（基
準
省
令
第
４
６
条
）→
（地
域
密
着
型
第
６
７
条
） 

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用
定
員
に
つ
い
て
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
、
共
同
生
活

住
居
ご
と
に
１
日
当
た
り
３
人
以
下
と
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
場
合
、
施
設
ご
と
に
１
日
当
た
り
３
人
以
下
と
す
る
。
 

・
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用
定
員
の
１
日
当
た
り
３
人
以
下
と
は
、
共

同
生
活
住
居
又
は
施
設
ご
と
に
、
１
日
の
同
一
時
間
帯
に
３
人
を
超
え
て
利
用
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
半
日
し
か
利
用
し
な
い
者
が
い
る
場
合
は
、
１
日
の
利

用
延
べ
人
数
は
３
人
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
に
お
い

て
複
数
の
共
同
生
活
住
居
等
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用

者
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
入
居
者
等
の
両
方
に
対
し
て
介
護
を
行

う
の
に
充
分
な
広
さ
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
共
同
生
活
住
居
等
で
受
け
入
れ
て
も
か
ま
わ
な

い
。
 

・
【
基
準
省
令
に
関
す
る
通
知
案
】
 
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
 

三
２
（
2
）
③
 
 
Ｐ
６
２
２
の
と
お
り
。
 

Ｐ
１
５
参
照
す
る
こ
と
。
 

○
 
運
営
に
関
す
る
基
準

・
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
作
成
（
基
準
省
令
第
５
２
条
）
→
（条
例
第
７
３
条
）

（
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
）

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
て
い
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
か
ら
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
提
供
す
る
こ
と
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 
 

（
ポ
イ
ン
ト
）

 
・
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
は
、
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 
 
そ
の
た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
に
出
席
し
情
報
共
有
す
る
こ
と
や
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ

ス
計
画
の
交
付
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

 
・
管
理
者
は
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
を
行
い
、
利
用
者
の
状
態
の
変
化
等
に

よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
当
該
状
況
を
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
介
護
予
防
支
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援
事
業
者
）
へ
情
報
提
供
し
、
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
の
提
案
を
行
う
こ
と
。

 
 
 
な
お
、
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
計
画
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

 ・
管
理
者
は
、
利
用
者
の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
機
能
訓
練
等
の
目
標
、

当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
を
記
載
し
た
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

を
作
成
す
る
こ
と
。
ま
た
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
内
容
、
所
要
時
間
、
日
程
等
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

 
・
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に

対
し
て
説
明
し
、
利
用
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
。
ま
た
、
作
成
し
た
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
は
利

用
者
に
交
付
す
る
こ
と
。
 

・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針

（
予
防
省
令
第
４
１
条
）
→
（
予
防
条
例
第
４
２
条
）

（
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
て
い
る
介
護
予
防
支
援
事
業
所
か
ら
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

計
画
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
提
供
す
る
こ
と
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

（
ポ
イ
ン
ト
）

 
・
管
理
者
は
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
開
始
か
ら
、
少
な
く

と
も
１
月
に
１
回
は
、
利
用
者
の
状
態
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
状
況
等
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に

報
告
す
る
こ
と
。

 
・
管
理
者
は
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
に
記
載
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
期
間
が
終

了
す
る
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
１
回
は
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
を
行
う
こ
と
。

 
・
管
理
者
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
し
、
当
該
記
録
を
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
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・
運
営
規
程
（
基
準
省
令
第
５
４
条
）
→
（条
例
第
７
５
条
） 
 
 

（
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
）
 

運
営
規
程
の
整
備

 
(１
)
 
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

（
運
営
の
方
針
）
※
運
営
規
程
記
載
例

 
 
第
○
○
条
 
事
業
所
の
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
の
従
事
者
は
、
認
知
症
で
あ
る
利
用
者
が
可
 

能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
 

る
よ
う
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
 

こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
社
会
的
孤
立
感
の
解
消
及
び
心
身
の
機
能
の
維
持
並
び
に
利
用
者
の
家
族
の
 

身
体
的
及
び
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
等
の
 

介
護
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
。
 

 
２
 
事
業
所
の
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
の
従
事
者
は
、
認
知
症
で
あ
る
利
用
者
が
 

可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
日
常
 

生
活
上
の
支
援
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、
も
 

っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
す
た
め
に
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
 

能
訓
練
等
の
介
護
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
。
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・
事
故
発
生
時
の
対
応
（
基
準
省
令
第
５
９
条
の
２
）
→
（
条
例
第
８
０
条
の
２
）

（
ポ
イ
ン
ト
）

 
・
事
故
の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
岡
山
市
（
事
業
者
指
導
課
）
へ
報
告
を
行
う
こ
と
。

 
・
岡
山
市
へ
報
告
す
る
事
故
は
、
以
下
の
と
お
り
。

 
 
 
 
…
 
岡
山
市
介
護
保
険
事
故
報
告
事
務
取
扱
要
綱

 
 
 
 
 
  
 平
成
２
６
年
度
集
団
指
導
資
料
（
共
通
編
）
Ｐ
６
４
～
Ｐ
６
７
を
参
照
す
る
こ
と
。

 
 
(
1
)
 
次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
中
の
利
用
者
に
係
る
事
故

 
 
 
ア
 死
亡
事
故
 
事
故
に
よ
る
死
亡
及
び
自
殺
。
病
気
に
よ
る
死
亡
等
は
報
告
の
対
象
外
と
す
る
。

 
 
 
 
 
た
だ
し
、
死
因
等
に
疑
義
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
等
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

合
は
報
告
の
対
象
と
す
る
。

 
 
 
 
 
イ
 負
傷
事
故
、
誤
嚥
事
故
及
び
異
食
事
故
 
通
院
入
院
を
問
わ
ず
医
師
の
診
察
を
受
け
た
事
故
（
施
設

サ
ー
ビ
ス
の
場
合
は
、
配
置
医
師
（
嘱
託
医
師
）
の
診
察
を
含
み
、
診
療
報
酬
の
発
生
の
有
無
を
問

わ
な
い
）

 
 
 
 
ウ
 
誤
薬
事
故
 
違
う
薬
の
与
薬
、
時
間
又
は
量
の
誤
り
及
び
与
薬
も
れ
等
の
事
故
。
施
設
内
又
は
外
部
の

医
療
機
関
の
医
師
の
判
断
に
基
づ
く
指
示
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
併
せ
て
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 
 
 
エ
 
失
踪
事
故
 
利
用
者
の
所
在
が
不
明
と
な
り
、
事
業
所
、
施
設
等
の
敷
地
内
を
探
し
た
が
見
つ
か
ら
な

い
事
故
（
警
察
へ
の
通
報
の
有
無
を
問
わ
な
い
）
。
事
業
所
、
施
設
等
の
敷
地
内
で
捜
索
開
始
後
す

ぐ
に
見
つ
か
っ
た
場
合
は
報
告
の
対
象
外
と
す
る
。

 
 
 
 
オ
 
交
通
事
故
 
送
迎
中
、
通
院
介
助
中
若
し
く
は
外
出
介
助
中
の
車
両
に
利
用
者
が
乗
車
し
て
い
た
と
き

の
事
故
又
は
利
用
者
が
屋
外
で
車
両
等
と
接
触
し
た
事
故

（
注
）
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
中
」
と
は
、
送
迎
、
通
院
、
外
出
介
護
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
時
間
す
べ
て
を
い

う
。
 

 
(
2
)
 施
設
、
事
業
所
に
お
け
る
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
対
策
が
必
要
な
疾
患
で
あ
っ
て
、
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
対
す
る
法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第
１
１
４
号
）
第
６
条
に
定
め

る
感
染
症
、
食
中
毒
又
は
疥
癬
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
事
故

 
(
3
)
 介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
従
業
者
等
の
不
祥
事
（
利
用
者
の
保
有
す
る
金
品
の
横
領
・
窃
盗
・
損
壊

・
焼
失
、
個
人
情
報
の
紛
失
・
流
出
等
を
い
う
）
、
高
齢
者
の
虐
待
若
し
く
は
そ
れ
が
疑
わ
れ
る
事
例
、

外
部
者
の
犯
罪
、
火
災
・
震
災
・
風
水
害
等
の
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
で
、
利
用
者
の
処
遇
に
影
響
の

あ
る
事
故

 
(
4
)
 そ
の
他
利
用
者
又
は
家
族
か
ら
苦
情
が
出
て
い
る
場
合
等
所
管
課
が
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

 
 
る
事
故
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（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
届

け
出
制
の
導
入
、
事
故
報
告
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
公
表
を
推
進
。
 

岡
山
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

（
改
正
案
）
 

 
(
事
故
発
生
時
の
対
応
)

第
８
０
条
の
２
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
本
市
，
当
該
利
用
者
の
家
族
，
当
該
利
用
者
に
係
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
，
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
と
っ
た
処
置
に

つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供

に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
第
６
５
条
第
４
項
の
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

に
準
じ
た
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
【
基
準
省
令
に
関
す
る
通
知
案
】
 
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
 
三
３
（
1
0
）
 
 
Ｐ
６
２
５
の
と
お
り
。

Ｐ
１
６
、
Ｐ
２
０
～
Ｐ
２
４
参
照
す
る
こ
と
。

･記
録
の
整
備
（
基
準
省
令
第
６
０
条
）
→
（
条
例
第
８
１
条
） 
 
独
自
基
準
 

（
ポ
イ
ン
ト
）

 
記
録
の
保
存
期
間
を
２
年
か
ら
５
年
へ
延
長

 
 
 
独
自
基
準
 
 

 ・
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５
年
間

保
存
す
る
こ
と
。

「
完
結
の
日
」
と
は
，
利
用
者
と
の
契
約
の
終
了
日
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
た
日
で
は
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ

の
書
類
ご
と
に
そ
の
書
類
を
使
わ
な
く
な
っ
た
日
と
す
る
。

保
存
す
る
記
録
の
種
類
を
追
加
（
下
線
部
の
記
録
）
 
 
 
独
自
基
準
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【
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
】

(
１
)
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

(
２
)
 
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得

 
 
な
い
理
由
の
記
録
 
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
の
対
応
に
つ
い
て

(
３
)
 勤
務
の
体
制
等
の
記
録
 

(
４
)
 提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

(
５
)
 本
市
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

(
６
)
 苦
情
の
内
容
等
の
記
録

(
７
)
 事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
と
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

(
８
)
 
介
護
給
付
（
予
防
給
付
）
及
び
利
用
料
等
に
関
す
る
請
求
及
び
受
領
等
の
記
録

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
届

け
出
制
の
導
入
、
事
故
報
告
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
公
表
を
推
進
。
 

岡
山
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

改
正
案
 

(
事
故
発
生
時
の
対
応
)

第
８
０
条
の
２
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
本
市
，
当
該
利
用
者
の
家
族
，
当
該
利
用
者
に
係
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
，
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
と
っ
た
処
置
に

つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供

に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
第
６
５
条
第
４
項
の
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
，
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

に
準
じ
た
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
記
録
の
整
備
) 

第
８
１
条
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
従
業
者
，
設
備
，
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
，
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
，
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
 

(
2
)
 
第
７
２
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
，
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身

の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
 

(
3
)
 
第
７
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
体
制
等
の
記
録
 

(
4
)
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の

記
録
 

(
5
)
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
９
条
に
規
定
す
る
本
市
へ
の
通
知
に
係
る
記
録
 

(
6
)
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
９
条
第
２
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録
 

(
7
)
 
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
と
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録
 

(
8
)
 
法
第
４
０
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
及
び
第
７
０
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
規
定
す
る
利
用
料
等

に
関
す
る
請
求
及
び
受
領
等
の
記
録
 

Ｐ
１
６
、
Ｐ
２
０
～
Ｐ
２
４
参
照
す
る
こ
と
。
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介
護
報
酬
の
算
定
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
２
７
年
度
改
正
分
）
 
 

・
所
要
時
間
に
よ
る
区
分
の
取
扱
い

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）

①
送
迎
時
に
お
け
る
居
宅
内
介
助
等
の
評
価
 

 
 
・
送
迎
時
に
実
施
し
た
居
宅
内
で
の
介
助
等
（
着
替
え
、
ベ
ッ
ド
・
車
椅
子
へ
の
移
乗
、
戸
締
ま
り
等
）
 

 
 
に
要
す
る
時
間
は
、
算
定
要
件
も
満
た
す
場
合
、
１
日
３
０
分
以
内
を
限
度
と
し
て
、
認
知
症
対
応
型
 

 
 
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
時
間
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
算
定
要
件
等
 

○
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
に
位
置
付
け
た
上
で
実
施
す
る
場
合
。
 

○
送
迎
時
に
居
宅
内
の
介
助
等
を
行
う
者
が
、
介
護
福
祉
士
、
実
務
者
研
修
修
了
者
、
旧
介
護
職
員
基
礎
 

研
修
課
程
修
了
者
、
旧
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
１
級
研
修
課
程
修
了
者
、
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
、
 

看
護
職
員
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
続
年
数
と
同
一
法
人
の
経
営
す
る
他
の
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
医
療
機
関
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
提
供
す
る
職
員
 

と
し
て
の
勤
続
年
数
の
合
計
が
３
年
以
上
の
介
護
職
員
で
あ
る
場
合
。
 

・
7
時
間
以
上
9時
間
未
満
の
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た

場
合
の
加
算

平
成
２
７
年
度
改
正
案
 
体
制
届
必
要

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
９
時
間
以
上
1
0
時
間
未
満
）
 
５
０
単
位
／
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （
1
0
時
間
以
上
1
1時
間
未
満
）
１
０
０
単
位
／
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
時
間
以
上
1
2時
間
未
満
）
１
５
０
単
位
／
日
 

（
1
2
時
間
以
上
1
3時
間
未
満
）
２
０
０
単
位
／
日
 

（
1
3
時
間
以
上
1
4時
間
未
満
）
２
５
０
単
位
／
日

 ・
所
要
時
間
７
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
前
後
に
引
き
続
き
日
常
生
活
上
の

世
話
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
対
象
時
間
が
９
時
間
以
上
と
な
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
単
位
数
を
加
算

す
る
。
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・
同
一
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
等
に
対
す
る
減
算
 
平
成
２
７
年
度
改
正
案

（
ポ
イ
ン
ト
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  △
９
４
単
位
／
日
 

 ・
事
業
所
と
同
一
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
又
は
事
業
所
と
同
一
建
物
か
ら
通
う
利
用
者
に
、
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
日
に
つ
き
９
４
単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

（
同
一
建
物
の
定
義
）

 ・
「
同
一
建
物
」
と
は
、
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
事
業
所
と
構
造
上
又
は
外
形
上
、
一
体
的
な
建
築
物

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
当
該
建
物
の
１
階
部
分
に
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
あ

る
場
合
や
、
当
該
建
物
と
渡
り
廊
下
等
で
繋
が
っ
て
い
る
場
合
が
該
当
し
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
別
棟
の
建
築

物
や
道
路
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
場
合
は
該
当
し
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
同
一
建
物
」
に
つ
い
て
は
、
当

該
建
築
物
の
管
理
、
運
営
法
人
が
当
該
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
事
業
者
（
法
人
）
と
異
な
る
場
合

で
あ
っ
て
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 
 
※
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
同
一
の
建
物
の
具
体
的
な
種
別
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
に
は

当
該
規
定
は
な
い
た
め
、
建
物
の
種
別
は
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
例
外
的
に
減
算
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
)

 ・
傷
病
に
よ
り
一
時
的
に
送
迎
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
送
迎

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
に
対
し
て
送
迎
を
行
っ
た
場
合
は
、
例
外
的
に
減
算
対
象
と
な
ら
な
い
。
具
体

的
に
は
、
傷
病
に
よ
り
一
時
的
に
歩
行
困
難
と
な
っ
た
者
又
は
歩
行
困
難
な
要
介
護
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
建
物

の
構
造
上
自
力
で
の
通
所
が
困
難
で
あ
る
者
に
対
し
、
２
人
以
上
の
従
業
者
が
、
当
該
利
用
者
の
居
住
す
る
場

所
と
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
間
の
往
復
の
移
動
を
介
助
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
２
人
以
上
の
従
業
者
に
よ
る
移
動
介
助
を
必
要
と
す
る
理
由
や
移
動
介
助
の
方
法
及
び

期
間
に
つ
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
と
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
で
慎
重
に
検
討
し
、
そ
の
内
容
及
び
結
果
に

つ
い
て
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
移
動
介
助
者
及
び
移
動
介
助
時
の
利
用
者

の
様
子
等
に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）
 

・
自
宅
か
ら
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
へ
通
い
、
同
一
建
物
に
宿
泊
す
る
場
合
、
こ
の
日
は
減
算
の
対
象

と
な
ら
な
い
が
、
同
一
建
物
に
宿
泊
し
た
者
が
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
へ
通
い
、
自
宅
に
帰
る
場
合
、

こ
の
日
は
減
算
の
対
象
と
な
る
。
→
平
成
２
７
年
度
削
除

・
送
迎
を
行
わ
な
い
減
算
 
 
（
新
設
）
平
成
２
７
年
度
改
正
案

（
改
正
案
ポ
イ
ン
ト
）

・
利
用
者
が
自
ら
通
う
場
合
、
利
用
者
の
家
族
等
が
送
迎
を
行
う
場
合
な
ど
事
業
者
が
送
迎
を
実
施
し
て
い
な
い

場
合
は
、
片
道
に
つ
き
減
算
の
対
象
と
な
る
。

△
４
７
単
位
／
片
道
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・
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
（
Ⅰ
）
イ
（
Ⅰ
）
ロ
（
Ⅱ
）
 
平
成
２
７
年
度
改
正
案

体
制
届
必
要

（
ポ

イ
ン
ト

）
加
算
（
Ⅰ
）
イ

 
１

８
単
位

／
回

加
算
（
Ⅰ
）
ロ

 
１

２
単
位
／

回

加
算
（
Ⅱ
）
 
 
 
６

単
位

／
回

・
加

算
（
Ⅰ

）
イ
･･
･
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち

、
介
護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
５
０

％
以

上
で

あ
る
こ

と
。

・
加

算
（
Ⅰ

）
ロ
･･
･
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち

、
介
護
福

祉
士

の
占

め
る

割
合

が
４
０

％
以

上
で

あ
る
こ

と
。

・
加

算
（

Ⅱ
）
･
･
･利

用
者
に
直
接
提
供
す
る
職

員
の
総
数
（

生
活
相

談
員
、
看

護
職
員

、
介

護
職

員
又
は

機
能

訓
練

指
導
員
）
の
う
ち
、
勤
続
年
数
が
３
年
以
上

の
者
の
占

め
る

割
合

が
３
０

％
以
上
で

あ
る

こ
と

。
 
 

 
 
※

加
算
（
Ⅰ
）
と
加
算
（
Ⅱ
）
の
双
方

の
算

定
は
不
可

・
職
員
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
（直
近
３
月
の
場
合
は
毎
月
）
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

・
職

員
の
割

合
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
常

勤
換

算
方
法
に

よ
り

算
出

し
た
前

年
度
（
３

月
を

除
く

。
）

 
の

平
均
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
前

年
度
の
実

績
が

６
月

に
満
た

な
い
事
業

所
（

新
た

に

 
事

業
を
開
始
し
、
又
は
再
開
し
た
事
業
所
を
含

む
。
）
に

つ
い

て
は

、
届
出

日
の
属
す

る
月

の
前

３

 
月

に
つ
い
て
、
常
勤
換
算
方
法
に
よ
り
算
出
し

た
平
均
を

用
い

る
こ

と
と
す

る
。
し
た

が
っ

て
、

新
た

に
事

業
を
開
始
し
、
又
は
再
開
し
た
事
業

者
に
つ

い
て
は
、

４
月

目
以

降
届
出

が
可
能
と

な
る

。

 
※

届
出
日
の
属
す
る
月
の
前
３
月
の
平
均
で
当

該
加
算
の

届
出

を
行

っ
た
場

合
は
、
届

出
を

行
っ

た
月

以
降

に
お
い
て
も
、
直
近
３
月
間
の
職
員

の
割
合

に
つ
き
、

毎
月

継
続

的
に
所

定
の
割
合

を
維

持
し

な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
そ
の
割
合
に

つ
い
て

は
、
毎
月

記
録

す
る

も
の
と

し
、
所
定

の
割

合
を

下

回
っ

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
体
制

の
届
出

を
提
出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

・
介

護
福
祉

士
に
つ
い
て
は
、
各
月
の
前
月

の
末

日
時
点
で

資
格

を
取

得
し
て

い
る
者
と

す
る

。

・
勤

続
年
数

と
は
、
各
月
の
前
月
の
末
日
時

点
に

お
け
る
勤

続
年

数
を

い
う
も

の
と
す
る

。

・
勤

続
年
数

の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該

事
業

所
に
お
け

る
勤

続
年

数
に
加

え
、
同
一

法
人

の
経

営
す

る
他

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
病
院
、

社
会
福

祉
施
設
等

に
お

い
て

サ
ー
ビ

ス
を
直
接

提
供

す
る

職

員
と

し
て
勤
務
し
た
年
数
を
含
め
る
こ
と

が
で
き

る
も
の
と

す
る

。

※
当

該
加
算
を
算
定
し
て
い
る
事
業
所
に
お

い
て

は
職
員
の

割
合

に
つ

い
て
、

前
年
４
月

か
ら

当
年

２

月
ま

で
の
平
均
を
計
算
し
、
当
該
結
果
が
加

算
の

要
件
を
満

た
さ

な
く

な
っ
た

場
合
や
、

加
算

Ⅰ
か

ら

加
算

Ⅱ
に
な
る
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
平

成
２

７
年

４
月

１
日

（
必

着
）
ま

で
に
「

体
制

の
変

更
」

を

届
け

で
る
こ
と
。
 

 
・
定
員
超
過
利
用
又
は
人
員
基
準
欠
如
減
算
の
期
間
は
算
定
で
き
な
い
。

1
2
/
3
3



・
介
護
職
員
処
遇
改
善
（平

成
３
０
年
３
月

３
１
日
ま
で
の
間
）
 
平
成
２
７
年
度
改
正
案
 
体
制
届
必
要
 

（
改

正
案
ポ

イ
ン
ト

）

 
※
 処

遇
改

善
加

算
の
新

し
い
加
算

率
加

算
（

Ⅰ
）
６

．
８
％

 
 
加

算
（
Ⅱ

）
：
３

．
８
％

 
 

加
算

（
Ⅰ
）

：
１
０

０
０
分

の
６

８
に
相

当
す
る

単
位
数
を

加
算

加
算
（
Ⅱ
）
：
１

０
０

０
分

の
３
８

に
相

当
す

る
単
位

数
を
加
算

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  加

算
（
Ⅲ
）
：
（
Ⅱ
）
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
９
０
％
相
当
す
る
単
位
数
を
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 加

算
（
Ⅳ
）
：
（
Ⅱ
）
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
８
０
％
相
当
す
る
単
位
数
を
加
算

 
 

・
内

容
に

つ
い
て

は
、
別

途
通

知
「

介
護
職

員
処
遇

改
善

加
算
に

関
す
る

基
本
的
考

え
方

並
び

に
事
務

処
理

 
 

 
手

順
及

び
様
式

例
の
提

示
に

つ
い

て
」
を

参
照
す

る
こ

と
。
（

青
本
Ｐ

１
１
６
３

）

 
 

・
介

護
職

員
処
遇

改
善
加

算
に

つ
い

て

 
 

 
 
平
成

２
７
年

度
介
護

職
員

処
遇

改
善
加

算
の
算

定
に

つ
い
て

※
平
成
２
６
年
度
集
団
指
導
（
共
通
編
）
 
→
 
Ｐ
４
４
～
Ｐ
４
７
の
と
お
り
。

 
 
 

 
平
成

２
６
年

度
介
護

職
員

処
遇

改
善
加
算

の
実
績

報
告
に
つ

い
て

※
平
成
２
６
年
度
集
団
指
導
（
共
通
編
）
 
→
 
Ｐ
３
４
～
Ｐ
４
３
の
と
お
り
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岡
山
市
 
Ｈ
２
７
．
４
版

平
成
2
7
年
4
月
版

１
 
届
出

が
必
要
な
変
更
事
項
、
届

出
時
期
、
必
要
書
類
、
提

出
方
法
 

次
ペ

ー
ジ
の
一
覧
表
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

２
 
届
出

手
順

郵
送
用
宛
名
ラ
ベ
ル
 
 
※
こ
ち
ら
を
コ
ピ
ー
の
上
、
使
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

 
 
 
〒
 
７
０
０
－
０
９
１
３
 
 

岡
山
市
北
区
大
供
３
丁
目
１
－
１
８
 
 K

SB
会
館
４
階

岡
山
市
 
事
業
者
指
導
課
 
訪
問
通
所
事
業
者
係
 
 
宛
 

＜
変
更
届
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）在
中
＞

変
更
届
（
必
要
書
類
・
提
出
方
法
）

※
届
出
用
紙
は
、
事
業
者
指
導
課
（
訪
問
通
所
事
業
者
係
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

変
更
の
発
生

一
覧
表
で
提
出

方
法
等
の

確
認

変
更
日

以
前
に
 

来
庁
（
事

前
協
議
）
 

変
更
が

あ
っ
た
日

か
ら
１
０

日
以
内

に
 郵
送

（
〒
）

①
 
電
話
予
約
を
す
る
 

 
予
約
先
：
事
業
者
指
導
課
 
訪
問
通
所
事

業
者
係
 

T
E
L 

0
86
-
2
1
2
-
1
0
13

②
 
必
要
書
類
の
作
成
 

③
 
②
の
事
業
所
控
え
を
と
る
。
 

④
 
予
約
日
に
②
,
③
を
持
参
し
て
、
来
庁
（
事
前
協
議
）

（
事
業
者
指
導
課
は
、
KS
B
会
館
４
階
で
す
。
）
 

①
 
必
要
書
類
の
作
成
 

②
 
①
の
事
業
所
控
え
を
と
る
 
→
 
保
管
 

③
 
①
を
下
記
に
郵
送
す
る
。
 

〒
7
0
0
-0
9
1
3  

岡
山
市
北
区
大
供

3
丁
目

1－
1
8
 
K
S
B
会
館

4
階

 
 
 
岡
山
市
事
業
者
指
導
課
 
訪
問
通
所
事
業
者
係
 

宛
 

（
下
記
の
郵
送
用
宛
名
ラ
ベ
ル
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。）

 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

2
5
/
3
3

資
料
２
　
認
知
症
対
応
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通
所
介
護
関
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資
料



岡
山
市
 
Ｈ
２
７
．
４
版

○
変
更
の
届
出
（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
）
 

既
に
申
請
、
届
出
し
て
い
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
１
０
日
以
内
に
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。
 

 
 
 
な
お

、
変
更
内
容
（
事
業
所
の
移
転
な
ど

重
要
な
変

更
の

場
合

）
に
よ

っ
て
は
、

事
前

に
岡

山
市
（

事

業
者

指
導
課
）
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

変
更

の
届
出
は
、
岡
山
市
保
健
福
祉
局
事
業

者
指

導
課
へ
１

部
提

出
し

て
く
だ

さ
い
。

期
限
内
に
提
出
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
延
理
由
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

◆
同

時
に
複

数
項
目
の
変
更
を
届
出
す
る
場

合
、

重
複
す
る

書
類

は
省

略
可
能

で
す
。
 

 
 
 
◆
変
更
事
項
３
，
４
，
５
，
９
に
つ
い
て
複
数
事
業
所
に
及
ぶ
場
合
、
「
事
業
所
一
覧
」
の
添
付
に
よ
り
、
 

一
括
処
理
が
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
同
一
サ

ー
ビ

ス
（

認
知

症
対

応
通

所
介
護

・
介
護
予

防
認

知
症

対
応
通
 

所
介

護
）
に
限
り
ま
す
。

変
更
の
届
出
が
必
要
な
事
項

提
出
書
類

１
．
 事

業
所
の
名
称
 

【
関
連
項
目
】
 

定
款
等
の
記
載
に
も
変
更
が
あ
る
場
合
、

５
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
付
表
２
－
１

（
単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
２
－
２
（
共
用
型
）

③
変
更
後
の
運
営
規
程

 ２
．

事
業

所
の

所
在

地
 
 
 
 
 

【
関
連
項
目
】
 

定
款
等
の
記
載
に
も
変
更
が
あ
る
場
合
、

５
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

【
重
要
】
 

岡
山
市
以
外
の
所
在
地
へ
事
業
所
を
 

移
転
す
る
場
合
に
は
、
岡
山
市
へ
廃
 

止
届
と
、
移
転
先
の
所
在
地
（
指
定
 

権
者
）
で
の
新
規
指
定
申
請
に
な
り
 

ま
す
。
 

※
事
前
協
議
が
必
要
 

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

※
変
更
届
の
「
変
更
の
内
容
」
欄
に
、
変
更
後
の
郵
便
番
号
、
所
在
地
、
電
話

番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

②
付
表
２
－
１

（
単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
２
－
２
（
共
用
型
）

③
事
業
所
の
位

置
図
（
住
宅
地
図
の
写
し
等
）
 

④
事
業
所
の
平

面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
こ
と
）
及
び
求
積
表
 

※
平
面
図
等
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
６
を
参
照
の
こ
と
。
 

⑤
事
業
所
の
写

真
（
外
観
、
事
業
所
の
出
入
口
部
分
、
食
堂
、
機
能
訓
練
室
、
静

養
室
、
相
談
室
、
事
務
室
、
便
所
、
洗
面
設
備
、
消
防
法
上
必
要
な
消
火
設
備
）

※
事
業
所
の
外
観
・
事
務
室
・
相
談
室
・
静
養
室
・
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に

つ
い
て
は
、
２
方
向
以
上
、
Ａ
４
用
紙
に
貼
付
の
こ
と
。
 

⑥
変
更
後
の
運

営
規
程
 

⑦
事
業
所
と
し

て
使
用
す
る
建
物
の
使
用
権
限
を
証
明
で
き
る
書
類
 

※
自
己
所
有
の
場
合
は
、
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
記
識
別
情
報
通
知

等
の
写
し
等
（
土
地
は
不
要
）
 

※
賃
貸
の
場
合
は
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
 

⑧
建
築
物
関
連

法
令
協
議
記
録
報
告
書

３
．
申
請
者
の
名
称
及
び
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

【
重
要
】
 

運
営
法
人
が
別
法
人
（
合
併
を
含
む
）
 

に
な
る
場
合
に
は
、
変
更
届
で
は
な
く
、

廃
止
届
と
新
規
指
定
申
請
に
な
り
ま
す
。

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
申
請
者
の
定

款
又
は
寄
附
行
為
等
(
原
本
証
明
が
必
要
）
 

③
申
請
者
の
登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等
 

※
申
請
者

が
市
等
の
場
合
は
事
業
所
の
設
置
条
例
等
、
指
定
管
理
者
の
場
合

は
指
定
管
理
協
定
書
（
原
本
証
明
が
必
要
）
を
添
付
。
 

４
．
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
 

月
日
、
住
所
及
び
職
名

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
申
請
者
の
登

記
事
項
証
明
書
等
 

③
誓
約
書
（（

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
９
－
１
）・

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び

地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
９
－
２
））

④
役
員
等
名
簿

※
代
表
者
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
②
、
③
は
不
要
。
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岡
山
市
 
Ｈ
２
７
．
４
版

○
変
更
の
届
出
（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
）
つ
づ
き
 

変
更
の
届
出
が
必
要
な
事
項

提
出
書
類

５
．
申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行

為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書

又
は
条
例
等
（
当
該
事
業
に

関
す
る
も
の
に
限
る
）
 

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
申
請
者
の
定

款
又
は
寄
附
行
為
等
(
原
本
証
明
が
必
要
）
 

③
申
請
者
の
登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等
 

 
 
※
申
請
者
が

市
等
の
場
合
は
事
業
所
の
設
置
条
例
等
、
指
定
管
理
者
の
場
合
は

指
定
管
理

協
定
書
（
原
本
証
明
が
必
要
）
を
添
付
。
 

６
．
事
業
所
の
平
面
図
（
レ
イ

ア
ウ
ト
、
専
用
区
画
）
及
び

設
備
の
概
要
 
 

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
付
表
２
－
１

（
単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
２
－
２
（
共
用
型
）

③
事
業
所
の
平

面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
こ
と
）
及
び
求
積
表
 

※
図
面
は
、
寸
法
を
正
確
に
記
載
し
た
も
の
を
作
成
し
、
食
堂
及
び
機
能
訓
練

室
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
と
面
積
（
内
法
）、
そ
の
算
出
根
拠
と
な
る
計

算
式
を
記
載
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス

の

提
供
に
必

要
の
な
い
も
の
等
（
押
入
れ
、
床
の
間
、
廊
下
、
柱
、
造
り
付
け

の
家
具
等

）
の
面
積
は
除
外
す
る
こ
と
。
（
内
法
面
積
で
定
員
×
３
㎡
以
上

必
要
）

④
事
業
所
の
写

真
（
外
観
、
事
業
所
の
出
入
口
部
分
、
食
堂
、
機
能
訓
練
室
、
静

養
室
、
相
談
室
、
事
務
室
、
便
所
、
洗
面
設
備
）
 

※
事
業
所
の
外
観
・
事
務
室
・
相
談
室
・
静
養
室
・
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に

つ
い
て
は

、
２
方
向
以
上
、
Ａ
４
用
紙
に
貼
付
の
こ
と
。
 

⑤
設
備
・
備
品

等
写
真
（

消
防
法
上
必
要
な
消
火
設
備
等
）
 

７
．
事
業
所

の
管
理
者
の
氏
名

生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）

②
付
表
２
－
１

（
単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
２
－
２
（
共
用
型
）

③
管
理
者
経
歴

書

④
資
格
証
又
は

実
務
経
験
証
明
書
等
の
写
し

⑤
管
理
者
就
任

承
諾
及
び
誓
約
書
（
市
参
考
様
式
２
－
３
）
 

⑥
雇
用
契
約
書

又
は
辞
令
等
の
写
し
 

⑦
研
修
修
了
証

の
写
し
（
実
践
者
研
修
を
修
了
し
て
い
な
い
場
合
は
、
２
年
以
上

の
介
護
業
務
の
実
務
経
験
証
明
書
が
必
要
）
 

⑧
従
業
者
の
勤

務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

《
変
更
月
の
も
の
》
 

 
※
管
理
者
の

み
の
記
載
で
可
。
 

 
※
当
該
事
業

所
の
他
の
職
種
又
は
他
の
事
業
所
と
兼
務
が
あ
る
場
合
に
は
、
兼

務
す
る
他

の
職
種
又
は
兼
務
先
の
事
業
所
名
及
び
職
種
を
記
載
。
 

⑨
誓
約
書
（
（
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
９
－
１
）
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

及
び
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
９
－
２
））

⑩
役
員
等
名
簿

 
※
管
理
者
の

改
姓
又
は
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
④
～
⑨
は
不
要
。
 

８
．
運
営
規
程
 

①
変
更
届
（
様

式
第
４
号
）
 

※
変
更
届
の
「
変
更
前
」
及
び
「
変
更
後
」
欄
に
変
更
内
容
を
記
載
す
る
か
、

別
紙
（
変
更
内
容
を
記
載
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

②
付
表
２
－
１

（
単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
２
－
２
（
共
用
型
）
 

 
※
記
載
事
項

に
変
更
が
あ
る
場
合
の
み
添
付
。
 

③
変
更
後
の
運

営
規
程
 

【
利
用
定
員
、
営
業
日
・
営
業
時
間
又
は
実
施
単
位
の
変
更
の
場
合
④
～
⑥
も
添

付
す
る
こ
と
】
 

④
従
業
者
の
勤

務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

《
変
更
月
の
も
の
》
 

※
変
更
後

の
運
営
に
支
障
が
な
い
従
業
者
を
配
置
す
る
こ
と
。
 

⑤
資
格
証
等
の

写
し
（
届
出
済
の
従
業
者
を
除
く
）
 

⑥
サ
ー
ビ
ス
提

供
実
施
単
位
一
覧
表

2
7
/
3
3



岡
山
市
 
Ｈ
２
７
．
４
版

○
変
更
の
届
出
（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
）
つ
づ
き
 

変
更
の
届
出
が
必
要
な
事
項

提
出
書
類

９
．

役
員

の
氏

名
、

生
年

月
日

及
び

住
所

 

【
関
連
項
目
】
 

営
利
法
人
等
で
登
記
事
項
証
明
書
の
 

記
載
に
も
変
更
が
あ
る
場
合
、
５
を
 

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

①
変
更
届
（
様
式
第
４
号
）

※
変
更
届
の
「
変
更
前
」
欄
に
退
任
し
た
役
員
の
氏
名
を
、
「
変
更
後
」
欄
に

就
任
し
た
役
員
の
氏
名
を
記

載
す

る
こ

と
。

②
役
員
等
名
簿

 
※
変
更
の
あ
っ
た
役
員
の
み
の
記
載
で
も
可
。
 

③
誓

約
書

(
(
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

(
９

－
１

)
又

は
地

域
密

着
型

サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

(
９

－
２

)
)

 
※
役
員
の
改
姓
、
住
所
変
更
又
は
役
員
の
退
任
の
み
の
場
合
は
③
は
不
要
。
 

2
8
/
3
3



（
別
紙
１
-
3
）

介
　
護
　
給
　
付
　
費
　
算
　
定
　
に
　
係
　
る
　
体
　
制
　
等
　
状
　
況
　
一
　
覧
　
表
　
　
平
成
２
７
年
２
月
２
７
日
現
在
（
案
）
   

/

そ
の
他
該
当
す
る
体
制
等

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

1
. な
し

2
. 看
護
職
員

3
. 介
護
職
員

時
間
延
長
サ
ー
ビ
ス
体
制

1
. 対
応
不
可

2
. 対
応
可

入
浴
介
助
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

個
別
機
能
訓
練
体
制

1
. な
し

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

1
. な
し

2
. あ
り

栄
養
改
善
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

口
腔
機
能
向
上
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

1
. な
し

2
. 加
算
Ⅰ
イ

３
．
加
算
Ⅰ
ロ

4
. 加
算
Ⅱ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

1
. な
し

2
. 加
算
Ⅰ

3
. 加
算
Ⅱ

4.加
算
Ⅲ

4.加
算
Ⅳ

そ
の
他
該
当
す
る
体
制
等

職
員
の
欠
員
に
よ
る
減
算
の
状
況

1
. な
し

2
. 看
護
職
員

3
. 介
護
職
員

時
間
延
長
サ
ー
ビ
ス
体
制

1
. 対
応
不
可

2
. 対
応
可

入
浴
介
助
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

個
別
機
能
訓
練
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

1
. な
し

2
. あ
り

栄
養
改
善
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

口
腔
機
能
向
上
体
制

1
. な
し

2
. あ
り

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

1
. な
し

2
. 加
算
Ⅰ
イ

３
．
加
算
Ⅰ
ロ

4
. 加
算
Ⅱ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

1
. な
し

2
. 加
算
Ⅰ

3
. 加
算
Ⅱ

4.加
算
Ⅲ

4.加
算
Ⅳ

備
考
　
１
　
届
出
が
必
要
な
加
算
（
減
算
）等
の
届
出
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
、
別
途
「
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
）」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
体
制
届
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
【
重
要
】
　
→
　
00
8認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
２
　
「介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
」に
つ
い
て
は
、
別
途
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
に
つ
い
て
」を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

人
員
配
置
区
分

74
月

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

提
供
サ
ー
ビ
ス

適
用
開
始
年
月
日

施
設
等
の
区
分

介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
平
成

1. な
し

2. あ
り

年
日

１
. 単
独
型

２
. 併
設
型

３
. グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
活
用
型

記
入
担
当
者
氏
名

記
入
担
当
者
電
話
番
号

届
出
都
道
府
県
岡
山
市

事
業
所
番
号

3
3

異
動
区
分

1. 新
規
、
　
2
. 変
更
、
　
3
. 終
了

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

提
供
サ
ー
ビ
ス

適
用
開
始
年
月
日

施
設
等
の
区
分

人
員
配
置
区
分

割
引

　
※
　
実
施
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
○
を
付
け
、
全
て
の
項
目
に
対
し
該
当
す
る
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

事
業
所
名

事
業
所
電
話
番
号

枚
数

年
72
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
平
成

1. な
し

2. あ
り

2
. あ
り

割
引

月
日

１
. 単
独
型

２
. 併
設
型

３
. グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
活
用
型

29/33



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
介
護
保
険
事
故
報
告
集
計
分
析
結
果

平
成
２
５
年
度
　
通
所
介
護
・
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
(認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
含
)　
事
故
件
数
１
１
８
件

事
故
発
生
場
所

発
生
場
所

件
数

割
合

食
堂

4
3%

居
室

7
6%

屋
外

1
5

1
3%

ト
イ
レ

1
3

11
%

廊
下

5
4%

風
呂
/
脱
衣
所

9
8
%

そ
の
他

6
5

5
5%

合
計

1
18

1
00
%

（
そ
の
他
：
デ
イ
ル
ー
ム
、
玄
関
、
機
能
訓
練
室
等
）

事
故
種
別

事
故
種
別

件
数

割
合

転
倒

6
7

5
7%

感
染
症
等

8
7%

誤
飲
/
誤
食

3
3%

転
落

7
6%

失
踪

2
2%

そ
の
他

3
1

2
5%

合
計

1
18

1
00
%

（
そ
の
他
：
意
識
消
失
、
交
通
事
故
、
誤
薬
等
）

症
状
症
状

件
数

割
合

骨
折

1
8

1
5%

切
傷
/
擦
過
傷

2
3

1
9%

打
撲
/
捻
挫

29
25
%

そ
の
他

4
8

4
1%

合
計

1
18

1
00
%

（
そ
の
他
：
様
子
観
察
、
感
染
症
、
意
識
消
失
等
）

事
故
結
果

事
故
結
果

件
数

割
合

入
院

2
8

2
4%

通
院

5
6

4
7%

死
亡

0
0%

そ
の
他

3
4

2
9%

合
計

1
18

1
00
%

（
そ
の
他
：
１
回
受
診
、
未
受
診
等
）

転
倒

感
染
症
等

誤
飲
/
誤
食

転
落

失
踪

そ
の
他

事
故
種
別

転
倒

感
染
症
等

誤
飲
/
誤
食

転
落

失
踪

そ
の
他

骨
折

切
傷
/
擦
過
傷

打
撲
/捻
挫

そ
の
他

症
状

骨
折

切
傷
/
擦
過
傷

打
撲
/
捻
挫

そ
の
他

食
堂

居
室

屋
外

ト
イ
レ

廊
下

風
呂
/
脱
衣
所

そ
の
他

発
生
場
所

食
堂

居
室

屋
外

ト
イ
レ

廊
下

風
呂
/
脱
衣
所

そ
の
他

入
院

通
院

死
亡

そ
の
他

事
故
結
果

入
院

通
院

死
亡

そ
の
他

3
0
/
3
3



１
．
事
業
者
指
導
課
に
提
出
が
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
 

１
．
各
種
書
類
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
 

①
 
平
成
２
７
年
４
月
１
日
適
用
開
始
の
体
制
届
 

平
成
２
７
年
４
月
１
日
（
水
）

※
体
制
届
の
提
出
の
際
は
、
集
団
指
導
資
料
（
共
通
編
）
P
４
８
～
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

②
 
平
成
２
７
年
度
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
届
出
書
（
計
画
書
）
等
 

別
途
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

③
 
平
成
２
６
年
度
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
実
績
報
告
書
 

平
成
２
７
年
７
月
３
１
日
（
金
）
 
 

 
④
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設
備
を
利
用
し
て
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
（
お
泊
り
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

を
実
施
す
る
場
合
の
届
出
 

別
途
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

２
．
報
酬
改
定
に
伴
う
、
重
要
事
項
説
明
書
の
変
更
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

(1
) 
平
成
２
７
年
度
か
ら
の
利
用
申
込
者
に
対
し
て
は
、
変
更
内
容
を
反
映
さ
せ
た
重
要
事
項
説
明
書

を
作
成
の
上
、
当
該
説
明
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
。
 

 
(2
) 
既
存
の
利
用
者
に
対
し
て
は
、
変
更
内
容
を
反
映
し
た
重
要
事
項
説
明
書
（
同
意
を
得
て
い
る
重

要
事
項
説
明
書
の
内
容
の
一
部
差
し
替
え
と
し
て
、
変
更
部
分
の
み
で
も
可
）
を
交
付
し
て
説
明
を

行
う
こ
と
。
 

３
．
運
営
規
程
の
記
載
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
 

平
成
２
７
年
８
月
か
ら
、
一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
利

用
料
の
額
に
つ
い
て
、
運
営
規
程
に
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
き
は
、
介
護
報
酬
告
示
上
の

額
の
１
割
」
で
あ
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
場
合
は
、
２
割
負
担
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
追
記
を
し
、
ま

た
、
同
時
に
平
成
２
７
年
度
制
度
改
正
に
伴
う
基
本
方
針
の
変
更
も
合
わ
せ
て
、
変
更
後
１
０
日
以
内
（
８

月
以
降
）
に
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
利
用
者
負
担
の
変
更
及
び
基
本
方
針
以
外
（
７
月

以
前
）
で
変
更
届
を
提
出
す
る
場
合
は
、
基
本
方
針
も
含
め
て
変
更
し
た
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

４
．
疑
義
照
会
（
質
問
）
に
つ
い
て
 

今
回
の
集
団
指
導
に
係
る
内
容
の
も
の
に
限
ら
ず
、
疑
義
照
会
・
質
問
等
に
つ
い
て
は
、
「
質
問
票
」

に
よ
り
F
A
X
に
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
．
厚
生
労
働
省
か
ら
の
Q
＆
A
等
に
つ
い
て
（
案
）
 

今
後
、
厚
生
労
働
省
か
ら
発
出
さ
れ
る
Q
＆
A
等
に
つ
い
て
は
、
随
時
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し

て
い
き
ま
す
。
 

ま
た
、
Q
＆
A
等
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
本
日
の
集
団
指
導
資
料
の
記
載
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
随
時
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

（
岡
山
市
事
業
者
指
導
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
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資
料
３
 
事
業
者
指
導
課
（
訪
問
通
所
事
業
者
係
）
か
ら
の
お
知
ら
せ

3
1
/
3
3



事
業
所
名

サ
ー
ビ
ス

種
別

事
業
所

番
号

3
3

所
在
地

Ｔ
ｅ
ｌ

Ｆ
ａ
ｘ

担
当
者
名

職
名

【質
問
】

【回
答
】

【質
　
問
　
票
】

 平
成
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 岡
山
市
事
業
者
指
導
課
　
宛

 Ｆ
ａ
ｘ
：
０
８
６
（
２
２
１
）
３
０
１
０

3
2
/
3
3



平
成
 
 
年
 
 
月

 
 
日

岡
山
市
 
保
健
福
祉
局
 
事
業
者
指
導
課
 
宛

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
 
０
８
６
－
２
２
１
－
３
０
１
０

電
話
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 
変
更
届
 

下
記
の
と
お
り
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
の
で
，

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

記

法
人
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
業
所
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
保
険
事
業
所
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
番
号

新
番
号

電
話
番
号

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス

電
話
番
号

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス

3
3
/
3
3




